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白
老
町
議
会
の
多
彩
な
改
革

通
年
議
会
制
を
全
国
で
は
じ
め
て
導
入

議
会
改
革
短
信　
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白
老
町
議
会
は
、
第
一
次
分
権
改
革
が
行
わ
れ
た
二
〇

〇
〇
年
の
少
し
前
あ
た
り
か
ら
、
今
日
的
な
内
容
を
も
つ

議
会
改
革
に
着
手
し
た
が
、
そ
う
し
た
改
革
の
流
れ
の
な

か
で
、
二
〇
〇
八
年
六
月
議
会
か
ら
、
全
国
で
初
め
て
と

な
る
「
通
年
議
会
制
」
を
導
入
し
た
。
そ
の
契
機
と
な
っ

た
の
は
、
任
期
満
了
に
伴
う
次
期
改
選
期
（
二
〇
〇
七
年

一
一
月
）
か
ら
議
員
定
数
が
減
少
す
る
こ
と
へ
の
対
処
で

あ
っ
た
。

　
議
員
定
数
を
二
〇
人
か
ら
一
六
人
へ
と
四
人
削
減
す
る

に
と
も
な
い
、
議
会
機
能
が
低
下
し
な
い
仕
組
み
が
必
要

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
①
議
会
の
チ
ェ
ッ
ク
機

能
を
確
保
す
る
、
②
議
会
運
営
と
住
民
の
意
思
が
乖
離
し

な
い
よ
う
に
す
る
、
③
議
員
の
資
質
向
上
を
図
る
な
ど
の

観
点
か
ら
、
仕
組
み
改
革
の
検
討
が
な
さ
れ
た
結
果
、
大

き
く
二
つ
の
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
を
決
め
た
。

　
第
一
は
「
広
報
広
聴
常
任
委
員
会
」
の
設
置
で
、
こ
れ

に
よ
り
住
民
の
声
を
聴
く
広
聴
活
動
の
強
化
を
図
る
こ
と

に
し
た
。
従
来
の
公
聴
は
、
議
員
個
々
の
活
動
に
委
ね
、

議
会
本
来
の
機
能
と
は
考
え
て
こ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
行

政
が
情
報
公
開
・
住
民
参
加
・
行
政
評
価
な
ど
の
仕
組
み

を
整
備
し
て
住
民
の
意
見
を
聞
く
努
力
が
積
極
化
す
る

と
、
そ
の
反
面
、
相
対
的
に
議
会
に
対
す
る
住
民
の
信
頼

感
は
弱
ま
る
。
そ
こ
で
、
住
民
の
意
思
と
乖
離
し
な
い
議

会
運
営
の
た
め
に
議
会
広
聴
の
充
実
が
迫
ら
れ
た
。

　
第
二
は
議
会
の
招
集
を
年
一
回
と
す
る「
通
年
議
会
制
」

の
実
施
で
あ
る
。
二
〇
〇
四
年
の
自
治
法
改
正
で
定
例
会

の
回
数
制
限
は
撤
廃
さ
れ
た
が
、
議
会
の
招
集
権
を
も
つ

長
が
年
四
回
の
定
例
会
を
招
集
す
る
の
が
通
例
と
な
っ
て

い
て
、
議
会
が
自
ら
の
意
思
で
開
く
仕
組
み
に
な
っ
て
い

な
い
。
そ
こ
で
通
年
議
会
制
を
導
入
し
て
議
会
が
一
年
を

通
し
て
主
導
的
・
機
動
的
に
活
動
で
き
る
制
度
に
あ
ら
た

め
た
。

　
こ
れ
に
よ
り
災
害
時
の
緊
急
対
応
や
突
発
的
な
行
政
課

題
に
対
し
て
も
臨
機
応
変
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
な
る
と

と
も
に
、
こ
の
通
年
議
会
制
を
公
聴
活
動
の
強
化
と
組
み

合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
議
会
の
行
政
に
対
す
る
チ
ェ
ッ

ク
機
能
が
強
化
さ
れ
る
な
ど
、
全
体
と
し
て
議
会
機
能
の

強
化
充
実
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
通
年
議
会
の
実
施
に
よ
り
、「
会
議
を
招
集
す
る
時
間

的
余
裕
が
な
い
と
き
」（
地
方
自
治
法
一
七
九
条
）
に
認

め
ら
れ
る
長
の
専
決
処
分
は
で
き
な
く
な
る
が
、
議
会
は

町
長
と
協
議
し
、
地
方
自
治
法
第
一
八
〇
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
町
長
の
専
決
処
分
事
項
と
し
て
七
項
目
を
指
定

し
た
。

　
通
年
議
会
を
導
入
後
の
議
会
の
開
催
日
数
は
、
二
〇
〇
八

年
の
本
会
議
及
び
委
員
会
の
合
計
で
延
べ
一
六
六
日
、
出

席
日
数
の
最
も
多
い
議
員
は
延
べ
一
四
一
日
、
議
員
の
平

均
で
も
一
二
〇
日
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
本
会
議
の
開

催
日
数
に
あ
ま
り
変
化
は
な
い
が
、
委
員
会
な
ど
の
活
動

日
数
は
増
加
し
、
現
在
も
同
じ
状
況
が
続
い
て
い
る
。

　
視
察
受
入
件
数
は
、
例
え
ば
二
〇
〇
八
年
は
総
件
数
七
二

件
の
う
ち
議
会
改
革
・
通
年
議
会
関
係
は
四
八
件
と
全
国

の
市
町
村
か
ら
多
数
の
視
察
が
来
町
し
た
。
こ
う
し
た
活

発
な
視
察
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
白
老
町
議
会
に
は
じ
ま

る
通
年
議
会
制
は
、
そ
の
後
、
全
国
の
市
町
村
議
会
に
波

及
し
て
い
っ
た
。

　
白
老
町
議
会
は
二
〇
〇
八
年
度
に
、
全
国
町
村
議
長
会

の
特
別
表
彰
を
受
賞
し
た
。そ
れ
ま
で
続
け
て
き
た
改
革
、

例
え
ば
、
質
問
・
質
疑
の
一
問
一
答
・
対
面
方
式
の
採
用
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
議
会
中
継
、
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
開
設
な
ど
他
議
会
と
共
通
の
工
夫
の
ほ
か
、
全
国
初

の
通
年
議
会
の
導
入
、
議
会
懇
談
会
の
実
施
、
各
地
域
で

開
催
す
る
移
動
常
任
委
員
会
の
実
施
、
本
会
議
・
委
員
会

の
夜
間
開
催
、
参
考
人
制
度
の
活
用
、
議
会
傍
聴
規
則
の

見
直
し
（
傍
聴
禁
止
制
限
の
撤
廃
、
手
続
不
要
）、
委
員

会
の
完
全
公
開
な
ど
、
独
自
の
取
り
組
み
を
ふ
く
む
多
数

の
改
革
が
高
く
評
価
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
白
老
町
は
、
二
〇
〇
六
年
に
自
治
基
本
条
例
を

制
定
し
た
が
、
こ
こ
で
は
協
働
の
原
則
に
も
と
づ
く
「
情

報
共
有
」
と
「
住
民
参
加
」
の
二
本
柱
と
と
も
に
、
こ
れ

を
実
践
す
る
た
め
の
議
会
の
責
務
と
し
て
「
不
断
の
議
会

改
革
」
を
定
め
て
い
る
。

　
栗
山
町
議
会
が
初
の
議
会
基
本
条
例
を
制
定
し
て
か
ら

一
〇
年
経
ち
、
全
国
で
議
会
基
本
条
例
の
制
定
が
急
増
し

て
い
る
。
当
議
会
に
お
い
て
も
、
議
会
改
革
を
さ
ら
に
進

め
る
た
め
、こ
れ
ま
で
積
み
重
ね
た
諸
改
革
を
ふ
ま
え
て
、

議
会
基
本
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
積
極
的
に
議
論
し
、「
町

民
に
開
か
れ
た
議
会
」、「
町
民
に
信
頼
さ
れ
る
議
会
」
を

め
ざ
し
て
、「
不
断
の
議
会
改
革
」
を
進
め
て
い
き
た
い
。
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